
 

                                                                                様 式 １ 
借入（リース）物品仕様書 

 
１  品名及び数量 

       品              名    型 番    定 価  数量  価   格(定価×数量)  
   □同等品可 

               □製品指定     

    □同等品可 
   □製品指定     

□同等品可 
   □製品指定     

    □同等品可 

 □製品指定     

□同等品可 

        □製品指定 
                

    

□同等品可 
 □製品指定     

               □同等品可 
               □製品指定 

    

 合           計     

 
  ※ 設置・調整業務を ■ 含む（別紙のとおり）。 □ 含まない。   
 
２ 物品納入期限（物件の引渡）  令和６年10月１日 
 
３  賃貸借期間（本年度分）   令和６年10月１日から令和７年３月31日まで 
 
４  総賃貸借期間           期 間    ５年間  
  及び最終日              最終日   令和11年９月30日  

 
５  物品保管場所           所在地   横浜市中区日本大通３５               
                           名 称   中区役所総務課                   
                           電 話   ０４５（２２４）８１１４               

              
 
６  付帯事項 
 (1) 物品の ■運搬・搬入  ■設置・調整  ■撤去 に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。 
  (2) 物品には、動産総合保険を付すこと。この保険料は、賃貸人の負担とする。 
  (3) 賃借料の支払いは、毎月後払いとする。 
 (4) 賃貸人は、予定借入期間満了後、本市の求めに応じて、次の条件で物品を再リース又は売り渡す 

  ものとする。再リースする場合の月額賃借料は当初月額賃借料の10分の１以下の額とし、支払い方法

  については、別途仕様書で定める。売り渡す場合の売買価格は当初月額賃借料の２月分以下の額とす 

る。 

(5) 本契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

(6) 本契約に係る保守については、賃借人において別途契約する。 

 

７  発注局課 

所在地 横浜市中区日本大通３５              電話 ０４５（２２４）８１１４ 

F A X  ０４５（２４４）８１０９ 
    中区総務課 

ふ り が な

担当者  河合
か わ い

                                              

 
特記仕様書のとおり 



 
 

                                                                               
特記仕様書 

 
１ 数量・機器 
  納入する機器については、以下に示す製品または同等品とする。 
  

品名・ メーカー・型番 数量 

高速カラー印刷機 理想科学工業株式会社 
ORFHIS FT5230 1 

排紙トレイ 理想科学工業株式会社 
FWオフセットステープル排紙トレイ 1 

スキャナー 理想科学工業株式会社 
ORスキャナー HS7000 1 

スキャナースタンド 理想科学工業株式会社 
HS7000 1 

OR-PostScriptキット 理想科学工業株式会社 1 

RISOオートフェンス排紙台 理想科学工業株式会社 1 

ICカード認証キット 
（カード20枚含む） 理想科学工業株式会社 1 

  
２ 機能 

（１）本体 

項 目 仕 様 

プリント方式 ライン型インクジェット方式 

印字ヘッド ピエゾ型、物理解像度300dpi、最大11階調 

インク 油性顔料タイプC/M/Y/Kインク 

プリント解像度 300dpi（主走査方向）×300dpi（副走査方向）以上 

データ処理解像度 標準設定時：300dpi×300dpi以上 

ウォームアップタイム ２分30秒以下 

ファーストプリント ５秒以下 

連続プリント速度 

Ａ４横（片面）：120枚／分   両面：60枚／分 

Ａ４ （片面）： 90枚／分  両面：45枚／分 

Ａ３ （片面）： 66枚／分  両面 32枚／分 

用紙サイズ 
最大：Ａ３Ｗ相当（340ｍｍ×550ｍｍ） 

最小：ハガキサイズ相当（90ｍｍ×148ｍｍ） 

プリント領域 
最大プリント可能範囲：310ｍｍ×544ｍｍ 

周囲余白：５ｍｍ 

用紙厚（重さ） ４６ｇ／㎡ ～ ２１０ｇ／㎡ 

給紙トレイ 
給紙トレイは５００枚２段とし、ストレート給紙台も使用可能と

すること。 

排紙トレイ容量 500枚 

対応プロトコル 
TCP/IP、HTTP、HTTPs（TLS）、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP（SNM

P v1）、Port9100（RAWポート）、IPv4、IPv6、IPSec 

対応ＯＳ Windows、Mac OS X、Linux 



 
 

インターフェイス 
Ethernet：1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、USB2.0 

2ポート、USB3.0 2ポート 

メモリ容量 ４ＧＢ 

ＨＤＤ容量 500ＧＢ 

電源 AC100-240V 50-60Hz 10.0-5.0A 

消費電力 最大：1,000Ｗ以下 

稼働音 62ｄＢ以下 

占有寸法 1,185mm（W）×1,225mm（D）×1,115mm（H） 

質量 136ｋｇ 

 
（２）スキャナー 

項 目 仕 様 

形式 
オートフィーダー（原稿自動送り装置）付き 

フラットベッドスキャナー 

スキャニングモード カラー／モノクロ／オート 

最大読取範囲 
原稿台使用時：303ｍｍ×432ｍｍ 

オートフィーダー使用時：295ｍｍ×430ｍｍ 

光学解像度 600ｄｐｉ 

オートフィーダー 形式：原稿移動型（両面同時読取方式による両面読み取り） 

 
原稿サイズ：最大：297ｍｍ×432ｍｍ 

      最小：100ｍｍ×148ｍｍ 

 用紙厚：52ｇ／㎡～128ｇ／㎡ 

 原稿最大積載量：最大200枚（80ｇ／㎡） 

 

読取速度： 

スキャンモード:片面・両面100ページ/分以上*1（Ａ４横） 

コピーモード時：片面・両面70ページ/分以上*2 (Ａ４横) 

コピー機能 出力解像度：300ｄｐｉ×300ｄｐｉ以上 

 ファーストコピー：７秒以下 

 拡大／縮小：等倍、ズーム（50％～200％） 

スキャン機能 出力解像度：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi 

 
データ保存方法：本体ＨＤＤ保存、サーバー保存、メール送信、

ＵＳＢメモリー保存 

 
データ保存形式：白黒：TIFF、PDF、PDF/A    

グレーースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、PDF、PDF/A 

 拡大／縮小：等倍のみ 

電源 ＡＣ100Ｖ 50－60Ｈｚ 1.2Ａ以上 

消費電力 100Ｗ以下 

大きさ 640ｍｍ（Ｗ）×560ｍｍ（Ｄ）×255ｍｍ（Ｈ） 

質量 25ｋｇ 

 

 



 
 

（３）排紙トレイ 

項 目 仕 様 

方式・出力方向 ステープル機能付き一段シフト排紙トレイ・フェイスダウン出力 

速度 

最高排紙速度：   片面140枚／分 

オフセット排紙時： 片面115枚／分 

ステープル時：   片面／両面42枚／分 

ステープル 
用紙サイズ：最大 Ａ３  （297ｍｍ×420ｍｍ） 

最小 Ｂ５横（182ｍｍ×257ｍｍ） 

消費電力 100Ｗ以下 

大きさ 
プリンタ接続時の占有寸法： 

1,420ｍｍ（Ｗ）×1,220（Ｄ）×1,315ｍｍ（Ｈ） 

 
３ 納入等に関する条件 

（１） 納入場所 
横浜市中区役所総務課（横浜市中区日本大通３５） 

（２） 納入期限 
令和６年10月１日 

（３） 納入場所への物品の運搬、搬入及び設置等に関する費用は、すべて賃貸人の負担とする。 
（４） 納入機器の庇護 

納入後、３か月以内に賃借人の責に帰さない事由により、機器及びソフトウエアに障害が発生、 
または発見された場合、賃貸人の負担において機器の無償交換等の必要な措置を行うものとする。 

（５） 予定借入期間 
令和６年10月１日から令和11年９月30日まで 

（６） 保守・メンテナンス 
保守・メンテナンスについては、賃貸借（リース）契約締結後、横浜市契約規則及び横浜市契 

約事務委任規則に基づき、契約対象物品のメーカーもしくは直系代理店又はメーカーもしくは直

系代理店が責任を持って指定する代理店と、中区長との間で、保守及び消耗品供給契約を締結す

る。 

（７） 搬入設置 

契約決定後、搬入設置の日時については、事前に賃借人と調整し、令和６年10月１日に正常に 

稼働できるように設置すること。また、契約期間終了後は速やかに撤去すること。 

（８） 機密の保持 

ア 賃貸人は、当該業務の実施に当たって知り得た本市の業務上の機密を外部に漏らしてはならな

い。契約の満了後または解除後においても同様とする。 

イ 賃貸人は、当該業務において記憶装置を交換する際や契約終了後の機器撤去の際等、記憶装置

から情報漏洩の可能性がある場合は、自らの費用負担において、本市の使用により記憶されたす

べてのデータを完全に消去し、当該データが復元不能になった旨を書面により本市に報告するこ

と。 

ウ 賃貸人は、前項の作業が困難な場合、自らの費用負担において記憶装置を物理的に破壊し、当

該データが復元不能になった旨を書面により本市に報告すること。 

（９） その他 

    本仕様に定めのない事項については、必要に応じて委託者及び受託者で協議のうえ、その都度 

定めるものとする。 
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